
- 70 -

110 イギリス革命（2）／議会政治の確立

名誉革命
１）処刑されたチャールズ１世の長男チャールズは、クロムウェルの死(1658)後、1660年に亡命先のオランダから寛容を装っ

たブレダ宣言を発し、自らの復位を自ら提案した。仮議会は復帰した長老派が中心となっていたが、彼らは王党派と妥協

し、チャールズを王に迎えて、【1: 】が行われた。チャールズは、【2: 】位1660-85 として即位。

２）しかし、チャールズ２世はクロムウェルの遺体を掘り出して斬首したばかりか、妻子も捕らえて斬首、専制政治の復活を

試みた。ピューリタン革命の成果を維持し国教（イギリス国教会）を中心に政治を進めようと考えていた議会と対立した。

チャールズ２世はフランスの援助を得て【3: 】を弾圧、先の２代の暴君でさえ擁護した英国教会をも否定

して【4: 】を擁護した。チャールズ２世の専制政治復活に対抗して議会が制定したのが、1673年の【5:

】Test Act、1679年の【6: 】Habeas Corpus Act である。

①審査法とは、国教徒以外の者が公職に就くことを禁止する法律。1828年に廃止されたことも覚えよう。

②人身保護法とは、不当な逮捕や投獄を禁止する法律。

３）このチャールズ２世の時に、二大政党が成立した！ 「２大」ではなく「二大」と書くように。

チャールズ２世の弟、ジェームズを王位継承者と認めるか否かで議会は割れた。

「王弟ジェームズを王位継承者と認める」人々‥【7: 】（＝「アイルランドの無法者」の意味）

国教会の聖職者や保守的な地主が多く、王権と国教徒を擁護。 後の保守党。1830年代に改称。

「王弟ジェームズを王位継承者と認めない」人々‥【8: 】（＝「スコットランドの謀反人」の意味）

進歩的貴族や商工業者が支持者に多く、議会の権利を重視。 後の自由党。1830年代に改称。

４）結局、王弟ジェームズは【9: 】位1685-88 として即位した。

ジェームズ２世は兄王以上に、議会を無視して専制政治の再建とカトリックの復活に努めた。当時ジェームズ２世には男

子がなく、既に成人した長女メアリは、議会政治に理解ある（？）オランダ総督（統領）ウィレム（「ウィレム」はオラン

ダ語、英語ではウィリアム）と結婚していた。この夫妻を王に迎えれば、専制政治は終わる。ところが、ジェームズ２世

には55歳にして、男子が生まれた（1688）！ 次期国王もカトリックとなる恐れが強まると、トーリー党、ホイッグ党は政

争を止めて協力、オランダ総督（統領）ウィレム夫妻に武装援助をもとめた。ウィレム夫妻は1688年11月、軍を率いてイ

ングランドに向かい、何の抵抗も受けずに上陸。ジェームズ２世（メアリの父）をフランスに逃亡させた。

５）ウィレム夫妻は、翌1689年、議会で可決された「【10: 】」Declaration of Rights ※1 を承認し、【11:

】位1689-1702 と【12: 】位1689-94 として、共同で王位に就いた。この1688年から翌年にかけての重大な政

治的変革には１滴の血も流されなかったので、イギリス人はこれを誇って【13: 】Glorious Revolution 1688-89 と呼

ぶ。ピューリタン革命、名誉革命を合わせてイギリス市民革命と呼ぶこともある。

立憲王政の成立
１）1689年に発せられた「権利の宣言」Declaration of Rights には、議会のみが立法権を持つと明記されていた。「権利の宣言」

は、同年「【14: 】」Bill of Rights として法文化、発布され、議会が主権を握る【15: 】への道は開

かれた。この文書は今も有効でイギリスの根本法とされている。これによって、①国民の生命・財産の保護や、言論の自

由が確認され、同時に②立憲王政も明確に宣言された。後に「国王は君臨すれども統治せず」（後世のヴィクトリア女王

位1837-1901 の言葉とされるが出典不明）と言われることになる政治体制である。

２）ウィリアム３世はオランダ総督でもあったため、イギリスとオランダの対立は解消され、いわばプロテスタント連合とし

て、カトリックのフランスの強大化を阻止する方向に政策転換が行われた。ウィリアム３世（ウィレム）は、フランス封

じ込めをねらって、【16: 】に参戦、大陸での対仏戦争をつづけた。フランス王ルイ14世はついに講

和をもとめ、【17: 】(1697)によって、それまでに獲得した領土の多くを返還するとともに、ウィレム

をイングランド王としてみとめた。1701年、ウィリアム３世は【18: 】に参戦したが、1702年3月、死

去。「権利の章典」の制定（1689)をはじめ、イングランド銀行(1694)の設立、出版の自由の促進など、彼の治世下で実行

された諸改革は議会が行ったものであり、実はウィリアム３世は議会としばしば対立していた。次世代の子どもたちが全

員死亡していたため、彼の死により、亡命したジェームズ２世の継承者などが即位する可能性が高まった。これを阻止す

るため、ウィリアム３世の晩年1701年、カトリック信者は即位できないとする王位継承法が成立した。これで、継承者は

アン王女、次はハノーヴァー選帝侯であることが事実上決まった。こうして、1694年に死去していた后メアリーの妹アン

が即位した。【19: 】位1702-14 といえば、忘れてはならないのは、彼女の治世下で、【20: 】を

併合して、1707年、【21: 】（グレートブリテン連合王国）となったことである。《頻出》

３）アン女王の死によって、スチュアート朝は断絶。1701年の王位継承法に基づいて、遠縁にあたるドイツのハノーヴァー選

帝侯ゲオルクを招き、【22: 】位1714-27 として王に迎え、【23: 】を開いた。

第一次世界大戦中の1917年に、敵国であるドイツ風の名称を避けて、王宮の所在地名に従ってウィンザー朝と改称
され現在に至っている。エリザベス２世女王陛下（本書執筆時）はウィンザー朝である。

英語を解さず、ドイツにいる期間が長いジョージ１世に代わって、行政を担当する首相と内閣の制度が発達した。

議会政治への道
１）ジョージ１世の子、【24: 】位1727-60 の下で、1742年、責任内閣制が成立した。《頻出》

そのいきさつはこうである。ホイッグ党の【25: 】任1721-42 の内閣は、ジョージ１世の代から続いてい

た。彼はホイッグ党党首で初代首相である。ところが、ジョージ２世の1742年に、ホイッグ党は選挙で敗北した。ジョー

ジ２世が彼に引き続き内閣を構成するよう望んだにもかかわらず、ウォルポールは、議会での多数を失った以上辞任する

と述べて辞任し、これ以降制度として確立した。このように、内閣は国王に対してではなく、議会に対して責任を負うと

いう制度を【26: 】と言う。これは、議会、特に下院の信任に基づいて内閣が在任できる制度である。内閣総
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理大臣（首相）は、普通は下院第一党の党首であり、主要閣僚は下院議員であり、従って通常は【27: 】でも

ある。下院の内閣不信任決議の可決（または信任決議の否決）によって、内閣は総辞職するか、下院を解散するかを選択

する。この制度はイギリスで1742年以降に確立され、日本国憲法にも色濃く反映している。

ただし、当時、参政権はほぼジェントリに限られ、投票も秘密投票ではなかった。

「責任内閣制」と「議院内閣制」は、《内閣が議会に対して責任を負う》という点では全く同じであり、狭義では

同義語と思われるが、教科書、参考書類がそのように明確に書かないのは、責任内閣制が一層発達したもの（さ

らに憲法に明記されたもの）が議院内閣制だと捉えるからであろう。したがって主として現代の政治制度を扱う

「政治経済」や「現代社会」では議院内閣制の用語を用いるが、18世紀の制度成立史について解答するときは必

ず「責任内閣制」の用語を使用せよ。もちろんイギリス政治史固有の用語ではない。

２）「立憲政治」という概念がある。政治が憲法などの基本法に基づいて行われることを指し近代民主政治の基本原則の一つで

あるが、特に君主を戴く国家では特別な意味を持つ。君主も憲法などの基本法に拘束されるので、立憲王政、【28:

】とも言う。

３）二大政党制の成立 責任内閣制を前提とするが成立は100年以上遅れる！

ウォルポールはホイッグ党の所属であり、初期の議会政治は【29: 】の優勢で進められ、ライバルのトーリー

党が政党の体裁を整えたのも責任内閣制の成立期である。トーリー党から初めて首相が選出されたのは1762年のステュア

ート内閣である。彼は、ステュアート朝（アン女王の死で断絶）とは無関係のスコットランド人でビュート伯であり、国王

ジョージ３世の信任が篤く、その即位時の1760年から大きな発言力を持っていた人物。実にウォルポールが選出された40

年以上後のことである。

その後、政権交代はトーリー党、ホイッグ党の何れかが20年から40年のロングスパンで政権を担当する形になり、トーリ

ー党がウェリントン公アーサー=ウェルズリー、ホイッグ党がグレイ伯チャールズ=グレイを輩出し、トーリー党が保守党、

ホイッグ党が自由党と改称した時代（＝1830年代）を経て、現在のように定期的な政権交代が行われるようになって、イ

ギリスの二大政党制は1860年代末から1880年代半ばに確立したとするのが最近の学説である。

４）トーリー党、ホイッグ党の宗教面、経済面での政策の相違。08R 以下は「概ねこうだ」という話。

トーリー党････イギリス国教会を擁護。経済面では地方の地主層の利益を重視し、穀物法(1815-46)を推進し、保護貿易主

義に立つ。

ホイッグ党････宗教面では比較的寛容。経済面ではブルジョワジーの利益を重視し、シティ（銀行界）との結びつきも強

い。自由貿易主義で、穀物法廃止の運動を行う。（ただし1846年、廃止の時の内閣はピール保守党内閣）

５）労働党の登場 概ね1924年以降は、≪保守党vs自由党≫から≪保守党vs労働党≫になる。

1906年の総選挙で29議席を獲得した労働代表委員会が労働党と改称した。1924年には最初の労働党内閣である第１次マク

ドナルド内閣が成立し、1929年には、第２次マクドナルド内閣の成立を見た。

自由党は、1920年代までは「保守党」と二大政党制を形成し、多くの首相を輩出したが、労働党の勢力拡大に伴って次第

に勢力が衰退し、小政党に甘んじることになった。

勝者イギリス
１）イギリスでは【30: 】が行われた。

イギリスではファルツ継承戦争下にあったイングランドの軍事費を調達する目的で1694年に【31: 】が

創設され同年のウィリアム３世・メアリー２世の勅令により認可された。ウィリアム３世（名誉革命によって国王となっ

た）はオランダ総督でもあり、オランダの財政に学んだ結果でもあった。同銀行の設立に加え、証券市場の成立などの改

革も進められた結果、この銀行は議会の承認を得て政府が発行する国債を引き受け、民間資本や個人に売ることが可能と

なり、それは盛んに行われた。

イギリスは1760年代に始まる産業革命で19世紀半ばには「世界の工場」(by ジェヴォンズ)と言われた。しかし、
19世紀末に始まった第２次産業革命には乗り遅れ、世界最大の工業国の地位をアメリカ、ドイツに奪われたが、
ヴィクトリア朝時代（位1837-1901）から第一次世界大戦の終わり(1918)までの間、イギリスは「【32:

】」と呼ばれ、世界各地の政府、鉱山、工場、プランテーションなどに投資して利子を稼いだ。一説によれば
1914年における、世界の海外投資の43パーセントをイギリスが占めていたという。ロンドン旧市街の「シティ」(イ
ングランド銀行は1734年、ここに移転した)には、現在でも400以上の外国銀行や証券取引所、海上保険庁その他
の金融機関が建ち並んでいる。「シティ」と言ったらイギリス証券業界を指している場合が多い。

２）前述のように、イギリス政府は【33: 】を発行して戦費を調達することができた。イギリス国債は議会の承認に基づ

いて発行されるので信用度が高かったので、大量に発行しても必ず売れた。国債償還のため、国民には重税を課すことに

なるが、フランスとの戦争に勝利し植民地が拡大していく状況下で、反対する勢力はわずかだった。

《比較》フランスではこのような手法は使えないばかりか、王室の浪費も国家財政を悪化させた。また、徴税権

を持つ貴族も多く、国家の財政基盤は貧弱だった。

３）証券市場は活況を呈し、【34: 】なんかいほうまつじけん、South Sea Bubble が起きた。これは1720年春から秋にか

けてイギリスで起こった常軌を逸した投資ブームによる株価の急騰と暴落、およびそれに続く大混乱を指す。のちにイギ

リスの初代首相と見なされる政治家ウォルポールがこの混乱を収拾、政治家として名をあげる契機となった。20世紀末の

日本のバブル経済(1991年にはじけた)の語源になった事件である。

南海会社 The South Sea Company は会社の南米貿易事業が将来性ある国策だと煽る一方、投資家から国債を買い取り、
現金代わりに同額の自社株を発行して支払えるという特権を得て、空前の投資ブームを起こしたが、数ヶ月後に
株価は元に戻り多くの破産者・自殺者を出した。科学者ニュートンや作曲家ヘンデルも経済的に大きな打撃を受
けた。この事件は日本のバブル崩壊と類似した事件と受けとめられることが多いが、実際には返済が困難になっ
ていたイギリス国債が結果として整理され、イギリス財政はこの事件によって改善されたのである。また、この
事件は、一般大衆からの資金調達による事業形態には公正な第三者による会計記録の評価が不可欠であることを
示しており、公認会計士制度及び会計監査制度が新しく誕生する契機となった。

４）イギリスは大西洋奴隷貿易を基盤にカリブ海と北アメリカを核とする広大な世界帝国を形成した。


